　令和７年度事業報告
（1） 概　要
令和6年11月に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（いわゆる「フリーランス法」）が施行されました。この法律は、個人事業主（フリーランス）が安定して業務に従事できるよう、委託する事業者に対して、禁止事項や配慮義務を課すものです。シルバー人材センターの会員もフリーランスに該当するため、当センターも従来の契約方法を見直し、令和７年４月から厚生労働省等から示された方針に基づき、発注者・シルバー人材センター・会員の三者による新たな契約方法「包括契約」に移行しました。これにより、会員に就業内容や報酬を事前に明示することが義務付けられ、見積金額と請求金額が同額となる契約を結んでいます。
高齢者雇用に関する国の対策は、高年齢者雇用安定法による65歳までの雇用確保の完全義務化や、70歳までの就業機会確保（努力義務）となり、当センターの会員も70代が約70％を占める状況です。
　  会員数につきましては、病気・死亡・加齢による退会者が増え残念ながら目標の757人には及びませんでした。
安全就業につきましては、 物損事故に伴うペナルティ金額を1万円から2万円に増額し安全就業の意識啓発を図りました。また、安全パトロールを通して剪定作業や草刈・伐採作業などに従事する会員の注意喚起を図りました。
また、「安全標語」や「ヒヤリハット体験事例」「安全スローガン」の募集を行い、安全就業の啓発に取り組んだところであります。
事故の発生状況については、傷害事故が5件、物損事故が4件、合計9件の事故が発生しました。10月29日に発生した傷害事故については、「事故調査委員会」を開催、再発防止を検討し「搬送班員のヘルメットの着用」と「軽トラダンプは搬送班員が運転する」こととしました。その他、昨年の夏も異常な暑さで8月に草取りに従事中の女性会員１名が熱中症になりました。
今後とも機会をとらえては、熱中症対策を含めた安全就業と交通事故防止の啓発に取り組み、会員の健康管理と安全対策を推進します。
発注者の利便性を考慮し６月からコンビニ収納を導入しました。ただ、ハガキの請求金額を金融機関で振り込むことにより過入金が発生する場合があり、返金事務に苦慮しています。
　　 シルバー事業の運営については、企業の再雇用制度や定年の延長による入会会員
の減少と会員の高齢化から、引き続き苦しくなることが予想されます。
以下、令和7年度において実施した事業活動、実績の概要を報告します。
1 就業実績（請負）                       （単位：件、円、人日）
	区　分
	令和６年度
	令和７年度
	増減
	対前年比

	受託件数
	6,510件
	5,361件
	△1,149件
	82.4％

	契約金額
	270,782,992
	191,562,979
	△79,220,013
	70.7％

	就業延人員
	45,664人日
	29,809人日
	△15,855人日
	65.3％

	就業率
	78.7％
	60.3％
	△18.4％
	-


今年度は新たな契約方法への移行と同時に、適正就業による請負から派遣への切り替えを行ったため、請負金額は大きく減少しました。契約金額を受託区分別で見ますと、公共部門では前年度比 約47.3%の減額になり、企業・家庭部門では前年度比 約19.5％ と減額となりました。
具体的には、公共部門の受託件数は1,152件で前年比372件の減、契約金額は49,800,601円で、前年度より44,787,115円 47.3％の減となりました。
民間企業の受託件数は826件で 前年比146件の減、契約金額は61,917,065円、前年度より19,860,765円24.3％の減となりました。
一般家庭の受託件数は3,383件で前年比631件の減、契約金額は79,845,313円、前年度より14,572,133円15.4％の減となりました。
　　
2 会員確保の推進
会員確保につきましては、昨年から本部での入会説明会を毎月第1・3木曜日の月2回に増やし、各支所では随時入会説明を実施して会員の確保に努めたところであります。また、入会年度会費免除を導入し、入会しやすい環境を作りました。
市広報誌3月号に剪定講習会の開催案内と会員募集のため入会説明会の日程を掲載、剪定講習会と会員募集のチラシを町内会の回覧に入れ、市環境カレンダーに広告掲載をして会員確保に努めました。会報「シルバーみはら」会員の声を掲載、ホームページ等により広報に努めたところです。
しかし、令和7年度末の会員数は665人（三原本部481人、本郷支所75人、久井支所52人、大和支所57人：男性444人、女性221人）で、年度内の入会者73人、退会者98人で、前年度末比25人の減となり、当センター目標値757人には遠く及びませんでした。
　      
3 適正就業の推進

適正就業については、市の施設管理において指揮命令があることから請負契約から派遣契約に変更（8課13施設）、受託中の施設管理の内6施設で5年を超える長期就業者8名について就業を終了、施設管理希望者116名に公募し、13名の応募があり適正就業委員会で未就業期間や地域性を考慮しながら選定しました。
また、施設管理会員を対象に11月13日　中央公民館で「セクシュアルハラ
スメント」についての接遇研修を実施しました。（受講者36名）
請負契約締結時に必要な見積書を作成するため「歩掛」の導入を目的に昨年11月に先進地の浅口市シルバー人材センター（岡山県）を訪問しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4 安全就業の徹底と推進

安全就業対策委員会において「安全対策基本方針」を樹立し、「安全就業対策推
進計画」を策定し、草刈作業や剪定作業を中心に安全パトロールを実施して事故防止に努めるとともに、熱中症の予防にも力を注ぎ、注意喚起のため6月～9月の間「熱中症対策取組強化月間」を設けました。
また、安全就業研修会を9月26日に中央公民館で開催し、安全標語の優秀者を
表彰するとともに、三原警察署交通課による交通安全の講習を受けました。
三原港湾施設の蛍光管交換作業は危険な作業のため仕様から削除するよう港湾
課に要望しました。結果、高齢者の作業として不適切との判断で会員の仕事から削
除されました。
事故の発生状況は、前年度に比べ傷害事故及び物損事故各1件減りました。傷害事故のうち2件はハチに刺された事故でした。物損事故はすべて作業前の安全対策の不備で、就業に当たっては就業場所をよく観察し危険個所から作業を始める等の配慮が必要です。今年度も安全確保に十分注意し、安全標語やヒヤリハットの募集を行って安全意識の向上に努めたところであります。会員一人ひとりが再度「安全はすべてに優先する」を自覚することが重要で、事故撲滅を目指しセンターと会員が一体となって安全就業に取り組んでまいりました。
5 公益社団法人として対応

全国シルバー人材センター事業協会の指摘で請負契約において契約書がない事例
があり、契約の締結に当たり契約書の作成に努めました。
今後も関係法令を遵守した運営と、公正で透明性のある事業運営に努め、地域社
会から信頼され愛されるセンターを目指してまいります。
6 広報活動の充実

シルバー事業について市民に理解してもらうため、また事業内容のＰＲを兼ねて、 次の活動に取り組みました。
・「躍進三原ニュース」へ広告掲載
・会報「シルバーみはら」（第94号、第95号）の発行
・三原市の広報誌に入会説明会及び剪定講習会を掲載
・「ＦＭみはら」で剪定講習会及び会員募集を放送
・市ホームページへバナー広告掲載
・町内会へ回覧（会員募集及び剪定講習会）
　　
7 有料職業紹介事業 及び 就業相談の実施状況　　　 ０件
　　　　　　　
⑧ シルバー派遣事業の促進
派遣事業実績
	区　分
	令和６年度
	令和７年度
	増　減　
	対前年比

	受託件数
	295件
	526件
	231件
	178.3％

	派遣実績額
	67,505,546円
	146,074,043円
	78,568,497円
	216.3％

	就業延人員
	10,581人日
	25,212人日
	14,631人日
	238.2％


⑨ 研修会・講習会の開催

全国シルバー人材センター事業協会の各種研修が開催されましたが、感染症予防のため多くはオンラインでの受講となりました。
　　 中国ブロック役職員研修が10月27日及び28日に広島市で開催され
「シルバー事業の現状と課題」・「会員獲得」及び松山市ＳＣの「デジタル
の推進」の取り組み事例の紹介がありました。
　また、会員の積極的な研修会・講習会・総会等の参加や、モチベーショ
ン向上のためポイント制度を新設しました。
　　
⑩ 独自事業の強化

独自事業は現在、本郷支所会員の「衣服等のソーイング」のみの小規模な
事業となっています。就業会員が高齢のため後継者の育成とあらたな独自事業の開発が課題となっています。
　　　
⑪　財政基盤の整備
経常収支の改善のため、消耗品等の支出削減や会員確保のため入会年度
会費を免除などの施策を講じましたが、契約金額の減少や国庫補助金の減額
などで、当期経常収支は△16,023,655円の赤字決算となりました。
引き続き自主財源の確保に努める必要があり、受託件数及び契約金額の減
少が続く中、国や三原市の補助金に依存する割合は大きく、8月29日に岡田市長・正田市議会議長に対し、当センターの支援を要請しました。
⑫ ボランティア活動の推進

シルバー事業について、市民の理解と認識を深めていただくため、10月18日
(土)に本部・３支所周辺の清掃活動を実施しました。
   会員87名と職員13名が参加し、市街地等のゴミ拾いや草刈、草取、剪定作業を
行いました。
⑬ 本部・本郷支所の移転

本部事務所は、令和7年5月下旬に「歴史民俗資料館」の2階へ移転、本郷支所については令和7年5月上旬に船木地域支援センター内に仮移転しました。
また、大和支所は令和7年12月に隣接する敷地内の市建物へ移転しました
なお、襖・障子・網戸の作業場、機材庫・書庫及び本郷支所は旧三原西消防署に移転する予定です。
　　　
⑭ 組織体制の充実・強化
公益法人制度の改正によりあらたに外部監事を選任する必要が生じました。当セ
ンターは６月の定時総会で選任し、新たに就任した理事及び監事を対象に当センターの現状と課題についての研修を８月に実施しました。
シルバー人材センター事業協会や広島県シルバー人材センター連合会の主催する
各種研修会に積極的に参加し、改正後の公益法人法に基づき市民からの信頼と支援を得るとともに、組織体制の充実や強化に努めてまいりました。
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